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は
じ
め
に
―
研
究
の
視
角
―

　

日
本
の
古
代
国
家
は
、
律
令
制
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
「
律
令
国
家
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
律
令
制
は
東
ア
ジ
ア
世
界
に
共
通
す

る
統
治
制
度
で
あ
る
が
、
西
嶋
定
生
は
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
に
つ
い
て
、
中
国
に
よ
る
冊
封
体
制
の
な
か
で
漢
字
文
化
を
媒
介
に
儒

教
・
律
令
制
・
仏
教
が
伝
播
す
る
も
の
で
、
漢
代
に
形
成
が
は
じ
ま
り
、
晋
代
・
五
胡
十
六
国
の
動
乱
期
に
完
成
、
隋
・
唐
に
冊
封
体

制
が
一
元
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
自
律
的
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
る
（
（
（

。
こ
の
う
ち
五
胡
十
六
国
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
時
期

は
日
本
に
お
け
る
古
代
国
家
の
形
成
期
に
相
当
し
、
漢
字
文
化
・
儒
教
・
律
令
制
・
仏
教
を
そ
の
時
々
に
受
容
し
徐
々
に
形
成
さ
れ
た

の
が
日
本
の
古
代
国
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
で
中
心
に
扱
う
文
書
行
政
の
制
度
も
一
度
に
、
あ
る
い
は
系
統
立
て
て
伝
播
・

受
容
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
、
あ
る
い
は
中
国
か
ら
直
接
に
伝
わ
っ
た
も
の
を
、
そ
の
時
々
で
必
要
に
応
じ
て

継
受
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　

こ
の
文
書
行
政
の
制
度
は
、
律
令
法
の
中
で
は
主
に
公
式
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
と
ま
っ
た
形
で
現
在
に
伝
わ
る
公
式
令
は
日

本
の
養
老
令
文
（
天
平
宝
字
元
年
〔
七
五
七
〕
施
行
）
の
み
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、

　

公
文
書
の
様
式
（
（
詔
書
式
条
（
（
（

～
（（
過
所
式
条
）

　

公
文
書
の
作
成
・
施
行
上
の
諸
規
定
（
（3
平
出
条
～
4（
行
公
文
皆
印
条
、
66
公
文
条
、
69
奉
詔
勅
条
、
7（
諸
司
受
勅
条
～
83
文
案
条
）

　

駅
鈴
・
伝
符
お
よ
び
駅
の
運
用
に
つ
い
て
の
規
定
（
4（
給
駅
伝
馬
条
～
5（
朝
集
使
条
、
70
駅
使
至
京
条
）



ii

官
人
の
秩
序
・
服
務
に
つ
い
て
の
規
定
（
5（
内
外
諸
司
条
～
6（
受
事
条
、
65
陳
意
見
条
、
67
料
給
官
物
条
、
68
授
位
任
官
条
、
84
任
授
官

位
条
～
89
遠
方
殊
俗
条
）

　

訴
訟
手
続
（
63
訴
訟
条
・
64
訴
訟
追
摂
条
）

と
い
っ
た
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
公
式
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
「
公
文
の
様
式
」
と
す
る
『
令
義
解
』
の
解
釈
（
3
（

と
は
若
干
異

な
る
印
象
を
受
け
る
が
、
広
い
意
味
で
公
文
書
の
作
成
お
よ
び
そ
の
使
途
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
公
文
書
の
様
式
を
定
め
た
二
十
二
箇
条
、
公
文
書
の
作
成
・
施
行
上
の
諸
規
定
を
定
め
た
二
十
五
箇
条
の
み
で
は
国
家
全
体

の
文
書
行
政
制
度
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、
制
度
を
運
営
す
る
上
で
必
要
に
応
じ
て
改
変
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の

様
相
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
編
纂
さ
れ
た
格
式
に
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
格
や
式
は
改
変
の
事
実
を
伝
え
は
す
る
も
の
の
、
編
纂

さ
れ
た
法
制
史
料
と
い
う
性
格
上
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
必
要
と
さ
れ
た
状
況
は
詳
述
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
式
令
の
施
行
の
実

際
や
改
変
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
状
況
、
す
な
わ
ち
文
書
の
授
受
や
保
管
の
方
法
は
、
一
次
史
料
に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
に
し
得
な
い
の

で
あ
る
。

　

日
本
古
代
の
一
次
史
料
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
現
存
す
る
の
は
、
正
倉
院
文
書
の
み
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
正
倉
院
文
書
を
対
象

と
し
て
検
討
を
進
め
る
が
、
こ
こ
で
正
倉
院
文
書
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
正
倉
院
文
書
は
、
奈
良
東
大
寺
の
正
倉
院
中
倉
に

伝
来
し
た
も
の
で
、
幕
末
の
発
見
以
降
、
明
治
中
期
ま
で
に
数
段
階
の
「
整
理
」
を
経
て
、
現
在
の
姿
（
正
集
四
十
五
巻
、
続
修
五
十
巻
、

続
修
後
集
四
十
三
巻
、
続
修
別
集
五
十
巻
、
続
々
修
四
百
四
十
巻
二
冊
、
塵
芥
文
書
三
十
九
巻
三
冊
、
計
六
百
六
十
七
巻
五
冊
）
に
編
成
さ
れ
た
。

こ
の
「
整
理
」
は
戸
籍
や
計
帳
と
い
っ
た
特
定
の
律
令
公
文
を
抜
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
た
め
、
保
存
さ
れ
て
い
た
当
初

の
原
形
は
大
き
く
破
壊
さ
れ
て
い
る
（
4
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
の
原
本
調
査
や
記
載
さ
れ
た
内
容
の
分
析
を
通
じ
て
多
く
の
史
料
の
原
形
が

明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
よ
り
始
ま
っ
た
復
原
の
基
礎
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
『
正
倉
院
文
書
目
録
（
5
（

』
お
よ
び
『
正
倉
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院
古
文
書
影
印
集
成
（
6
（

』
の
公
刊
に
よ
り
、
正
倉
院
文
書
の
中
核
を
な
す
写
経
所
文
書
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
展
し
た
（
7
（

。

　

こ
の
写
経
所
文
書
研
究
の
近
年
に
お
け
る
成
果
の
一
つ
が
写
経
機
構
の
解
明
で
あ
る
（
8
（

。
写
経
所
文
書
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
に
も
先

駆
的
な
研
究
が
行
わ
れ
（
9
（

、
ま
た
特
に
寺
院
造
営
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
集
中
的
に
整
理
が
行
わ
れ
た
結
果
、
組
織
や
そ
の
構
成
員

な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
の
写
経
所
文
書
研
究
の
進
展
に
よ
り
史
料
群
と
し
て
の
正
倉
院
文
書
を
生
み
出
し
た
皇
后
宮

職
系
統
写
経
機
関
の
内
部
構
造
や
変
遷
の
詳
細
が
判
明
し
た
。
写
経
所
文
書
は
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
か
ら
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
に

至
る
ま
で
の
約
五
十
年
に
渡
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
時
期
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
有
す
る
が
、
そ
の
形
成
に
直
接
に

携
わ
っ
た
機
構
の
系
統
や
変
遷
の
解
明
は
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
個
別
写
経
事
業
研
究
の
成
果
と
共
に
（
（1
（

史
料
群
と
し
て
の
写
経
所
文

書
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
動
向
を
踏
ま
え
、
本
書
で
は
第
一
部
を
「
正
倉
院
文
書
の
形
成
と
文
書
行
政
」
と
題
し
、
文
書
行
政
と
い
う
観

点
か
ら
史
料
群
と
し
て
の
正
倉
院
文
書
を
論
じ
る
。
先
述
の
よ
う
に
日
本
古
代
の
律
令
国
家
は
中
国
か
ら
の
律
令
制
の
導
入
に
当
た
り

そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
文
書
主
義
を
継
受
し
た
が
、
そ
の
日
本
の
文
書
行
政
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
主
に
法
制
史
料

を
対
象
と
し
、
一
次
史
料
で
あ
る
正
倉
院
文
書
は
そ
の
特
殊
性
ゆ
え
に
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
（1
（

。
し
か
し
、
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
令
外
官
で
あ
る
も
の
の
、
写
経
所
は
他
の
令
制
官
司
と
の
間
で
文
書
を
授
受
し
、
人
員
や
予
算

を
国
家
の
枠
組
み
の
中
で
配
分
さ
れ
て
い
た
（
（1
（

。
ま
た
上
級
官
司
が
恒
常
的
な
令
外
官
で
あ
る
造
東
大
寺
司
へ
と
発
展
し
、
特
に
天
平
宝

字
年
間
（
七
五
七
～
七
六
五
）
に
官
司
と
し
て
の
規
模
が
八
省
並
み
に
整
備
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
令
制
官
司
と
同
様
の
普
遍
的

な
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
特
殊
性
と
普
遍
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
第
一
章
で
は
律
令
国
家
の
文
書
行
政
を
象
徴
す
る
儀
式
で
あ
る
告
朔
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
行
政
報
告
書
「
告
朔
解
」
の
う

ち
、
写
経
所
の
も
の
を
対
象
に
検
討
を
加
え
る
。
次
い
で
第
二
章
で
は
、
正
倉
院
文
書
の
中
で
史
料
の
原
形
が
最
も
明
ら
か
と
な
っ
て
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い
る
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
を
対
象
に
、
文
書
お
よ
び
帳
簿
の
作
成
か
ら
保
管
ま
で
を
一
体
で
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
、
史
料
群
が
形

成
さ
れ
る
過
程
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
第
三
章
で
は
正
倉
院
文
書
と
同
時
期
の
中
国
唐
で
形
成
さ
れ
た
敦
煌
文
書
・
吐
魯

番
文
書
の
う
ち
官
司
が
作
成
し
た
文
書
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
見
ら
れ
た
特
徴
が
有
す
る
意
味
を
考
え
る
。
敦
煌
と
吐
魯

番
は
唐
の
辺
境
に
所
在
し
、
文
書
群
も
そ
の
特
殊
性
と
普
遍
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
が
施
行
し
た
律
令
制
の
中
で
形
成
さ
れ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
比
較
を
通
じ
て
正
倉
院
文
書
を
形
成
し
た
日
本
古
代
の
文
書
行
政
シ
ス
テ
ム
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
る

も
の
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
近
年
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
研
究
環
境
の
整
備
に
伴
い
（
（1
（

、
復
原
研
究
の
さ
ら
な
る
深
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
復

原
情
報
を
掲
載
す
る
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
刊
行
が
続
々
修
に
及
ん
だ
こ
と
で
、
続
々
修
整
理
の
状
況
や
そ
の
方
針
を
再
確
認
す
る

必
要
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
第
一
部
の
個
別
文
書
の
検
討
に
お
い
て
も
触
れ
る
が
、
こ
の
続
々
修
に
つ
い
て
は
鮮
明
と
は
言
え
な

い
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
し
く
は
そ
の
紙
焼
き
写
真
の
形
で
し
か
写
真
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
接
続
な
ど
の
情
報
を
写

真
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
先
行
研
究
も
こ
の
続
々
修
部
分
で
接
続
に
曖
昧
な
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
、
第
二
部
で
は

「
古
代
史
料
と
そ
の
復
原
」
と
題
し
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
続
々
修
の
成
巻
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
複
数
の
目
録
の
対

比
を
通
じ
て
、
明
治
十
年
代
に
行
わ
れ
た
「
整
理
」
を
検
討
す
る
。
こ
の
「
整
理
」
過
程
の
考
察
を
通
じ
て
、
さ
ら
な
る
復
原
の
糸
口

が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
続
々
修
を
用
い
た
復
原
研
究
と
も
直
接
に
関
わ
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
続
々
修
と
目
録
と
の
対
照

表
を
作
成
し
、
復
原
の
最
小
単
位
と
な
る
「
断
簡
」
を
一
覧
の
形
で
示
し
、『
大
日
本
古
文
書
』
で
の
掲
載
の
巻
・
頁
も
併
載
す
る
こ

と
で
利
用
の
便
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
日
本
古
代
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
復
原
は
正
倉
院
文
書
の
よ
う
な
一
次
史
料
の

み
な
ら
ず
、
典
籍
等
の
編
纂
史
料
に
お
い
て
も
必
須
で
あ
る
。
そ
こ
で
史
料
復
原
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
第
二
章
に
は
複
数
の
写
本

に
基
づ
い
て
勘
物
を
復
原
し
た
『
政
事
要
略
』
お
よ
び
『
西
宮
記
』
に
か
か
る
論
考
を
、
ま
た
第
三
章
に
は
二
〇
〇
六
年
に
中
国
寧
波
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市
の
天
一
閣
博
物
館
で
発
見
さ
れ
た
明
鈔
本
天
聖
令
に
基
づ
く
転
写
過
程
の
復
原
に
関
す
る
論
考
を
収
め
、
全
体
と
し
て
史
料
研
究
に

あ
た
っ
て
の
復
原
の
方
法
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

注
（
（
）　

西
嶋
定
生
著
・
李
成
市
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
（
）　

条
文
番
号
は
井
上
光
貞
他
校
注
『
日
本
思
想
大
系
3　

律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
に
従
う
。

（
3
）　
『
令
集
解
』
引
用
の
諸
説
で
は
、
令
釈
は
『
令
義
解
』
と
同
じ
く
「
公
文
の
様
式
」、
跡
記
は
「
公
文
を
録
す
る
式
」
と
解
す
る
。

（
4
）　

正
倉
院
文
書
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
皆
川
完
一
「
正
倉
院
文
書
の
整
理
と
そ
の
写
本
―
穂
井
田
忠
友
と
正
集
―
」（『
正
倉
院
文
書
と

古
代
中
世
史
料
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
発
表
一
九
七
二
年
）、
西
洋
子
『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
5
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
行
。
現
在
ま
で
に
『
一　

正
集
』（
一
九
八
七
年
）、『
二　

続
修
』（
一
九
八
八

年
）、『
三　

続
修
後
集
』（
一
九
九
四
年
）、『
四　

続
修
別
集
』（
一
九
九
九
年
）、『
五　

塵
芥
』（
二
〇
〇
四
年
）、『
六　

続
々
修

一
』（
二
〇
一
〇
年
）、『
七　

続
々
修
二
』（
二
〇
一
五
年
）、『
八　

続
々
修
三
』（
二
〇
二
〇
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
集
、
八
木
書
店
刊
行
。
一
九
八
八
年
以
降
、
現
在
ま
で
に
正
集
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修
別
集
、
塵
芥

文
書
の
部
分
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

近
年
の
正
倉
院
文
書
研
究
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
研
究
入
門
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
同

「
正
倉
院
文
書
研
究
の
現
状
と
課
題
」、
山
下
有
美
「
写
経
所
文
書
研
究
の
展
開
と
課
題
」、
同
「
正
倉
院
文
書
の
性
格
と
そ
の
特
質
」

（
以
上
、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
九
二
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
大
平
聡
「
正
倉
院
文
書
研
究

試
論
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
八
、
一
九
八
九
年
）
は
新
た
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
研
究
動
向
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
総
括
し
、
示
唆
に
富
む
展
望
を
述
べ
る
。

（
8
）　

代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。

（
9
）　

福
山
敏
男
「
奈
良
朝
に
於
け
る
写
経
所
に
関
す
る
研
究
」（『
寺
院
建
築
の
研
究
』
中
〔
福
山
敏
男
著
作
集
二
〕、
中
央
公
論
美
術
出
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版
、
一
九
八
二
年
、
初
発
表
一
九
三
二
年
）、
皆
川
完
一
「
光
明
皇
后
願
経
五
月
一
日
経
の
書
写
に
つ
い
て
」（
注
（
（
）
書
、
初
発

表
一
九
六
二
年
）
な
ど
。

（
（0
）　

個
別
写
経
事
業
研
究
に
つ
い
て
は
栄
原
注
（
7
）
書
の
目
録
に
詳
し
い
が
、
そ
の
後
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
山
本
幸
男
『
写
経
所
文

書
の
基
礎
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
行
わ
れ
て
い
た
石
上
英

一
氏
に
よ
る
正
倉
院
文
書
演
習
の
成
果
が
「
正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
」
と
し
て
順
次
公
開
さ
れ
て
お
り
（『
東
京

大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
三
、
一
九
九
九
年
～
）、
個
別
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
史
料
の
整
理
を
行
い
、
そ
の
概
要
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

（
（（
）　

史
料
群
と
し
て
の
正
倉
院
文
書
に
つ
い
て
は
、
吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」（『
律
令
時
代
の
国
家
と
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八

三
年
）、
黒
田
洋
子
「
正
倉
院
文
書
の
一
研
究
―
天
平
宝
字
年
間
の
表
裏
関
係
か
ら
見
た
伝
来
の
契
機
―
」（『
お
茶
の
水
史
学
』
三
六
、

一
九
九
二
年
）
は
そ
れ
ぞ
れ
伝
来
の
契
機
と
な
っ
た
人
物
を
挙
げ
つ
つ
検
討
を
行
う
。

（
（（
）　

正
倉
院
文
書
を
使
用
し
た
文
書
行
政
制
度
の
研
究
の
早
い
例
と
し
て
、
早
川
庄
八
「
公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」（『
日
本
古
代
の
文

書
と
典
籍
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
発
表
一
九
八
五
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
、
山
口
英
男
氏
は
正
倉
院
文
書
を
用
い

た
「
書
類
学
」
を
提
唱
し
、
写
経
所
で
作
成
さ
れ
た
書
類
を
用
い
た
情
報
伝
達
を
具
体
的
に
分
析
し
、
業
務
の
実
際
の
解
明
を
目
指

し
て
い
る
（「
正
倉
院
文
書
の
〈
書
類
学
〉」〔『
日
本
古
代
の
地
域
社
会
と
行
政
機
構
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
、
初
発
表
二
〇

一
六
年
〕）。
本
書
の
視
覚
と
異
な
る
点
も
あ
る
が
、
写
経
所
文
書
を
文
書
の
み
で
は
な
く
全
般
と
し
て
検
討
す
る
際
に
有
効
な
分
析

と
言
え
る
。

（
（3
）　

大
平
注
（
7
）
論
文
。

（
（4
）　

正
倉
院
文
書
を
収
載
し
た
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
全
二
十
五
巻
を
テ
キ
ス
ト
検
索
で
き
る
「
奈
良
時
代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス

ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
断
簡
や
接
続
の
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
「
正
倉
院
文
書
マ
ル
チ
支
援
（
多
元
的
解
析
支
援
）
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

Ｓ

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｕ
Ｓ
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
公
開
）、
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
画
像
を
閲
覧
で
き
る
「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｄ
Ａ
（
正
倉
院
文
書
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
）」（
正
倉
院
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
委
員
会
作
成
）
な
ど
、
各
種
の
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
公
開
さ
れ
て
お
り
、

今
後
も
各
研
究
機
関
で
整
備
・
拡
充
の
計
画
が
あ
る
。
本
書
コ
ラ
ム
「
古
代
の
史
料
群
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
参
照
。
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凡　
　

例

一
、
本
書
で
正
倉
院
文
書
に
言
及
す
る
場
合
、
以
下
の
よ
う
に
す
る
。

①
正
倉
院
文
書
の
種
別
は
、
正
集
、
続
修
、
続
修
後
集
、
続
修
別
集
、
塵
芥
、
続
々
修
の
略
称
を
用
い
る
。

②
文
書
の
所
属
を
表
す
に
あ
た
っ
て
は
、
種
別
、
巻
次
、
断
簡
番
号
お
よ
び
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
で
の
掲
載
位
置
を
記
載

す
る
。

③
種
別
内
の
巻
次
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で
表
す
場
合
が
あ
る
。

　
　

例　

続
修
後
集
第
九
巻　

＝　

続
修
後
集
9　
　

続
々
修
第
三
十
五
帙
第
一
巻　

＝　

続
々
修
35
―
１

④
断
簡
番
号
は
、『
正
倉
院
文
書
目
録
』
既
刊
部
分
（
二
〇
二
〇
年
三
月
現
在
、
八　

続
々
修
三
ま
で
刊
行
）
に
従
う
。
未
刊
行
の
部

分
に
つ
い
て
は
、
形
態
か
ら
明
ら
か
な
場
合
は
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
に
従
っ
て
付
し
、
不
明
瞭
な
場
合
は
料
紙
番
号
を
記
す
。

⑤
史
料
の
接
続
は
、『
正
倉
院
文
書
目
録
』
既
刊
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
示
す
。
な
お
、
次
の
略
号
を
使
用
す
る
場
合
が
あ

る
。

　
　

正
集
＝
Ｓ　
　

続
修
＝
Ｚ　
　

続
修
後
集
＝
Ｚ
Ｋ　
　

続
修
別
修
＝
Ｚ
Ｂ　
　

塵
芥
＝
Ｊ　
　

続
々
修
＝
Ｚ
Ｚ

　
　

料
紙
番
号
＝
〈　

〉　　
「
接
続
ス
」・「
接
続
カ
」
＝
＋　
　
「
続
ク
」「
中
間
欠
」
＝
→

⑥
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
で
の
掲
載
位
置
は
、
巻
と
頁
を
漢
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。

　
　

例　
『
大
日
本
古
文
書
』
第
七
巻
一
八
八
頁　

＝　

七
188

⑦
史
料
の
表
題
は
、
文
書
様
式
や
題
箋
の
記
載
等
に
則
っ
て
付
す
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
『
大
日
本
古
文
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書
』『
正
倉
院
文
書
目
録
』『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
の
名
称
と
一
致
し
な
い
。

⑧
釈
文
を
示
す
場
合
、
原
本
の
写
真
（
正
集
～
塵
芥
は
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』、
続
々
修
は
マ
イ
ク
ロ
写
真
）
に
基
づ
き
、『
大
日

本
古
文
書
』
編
年
文
書
の
用
字
お
よ
び
改
行
箇
所
等
に
変
更
を
加
え
た
。

二
、
本
文
中
で
の
引
用
史
料
の
は
じ
ま
り
に
「
を
、
ま
た
細
行
書
き
の
は
じ
ま
り
に
〈
を
用
い
る
。
ま
た
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
追

い
込
み
で
引
用
し
た
場
合
、
改
行
部
分
を
／
で
示
す
。

三
、
正
倉
院
文
書
以
外
で
利
用
し
た
活
字
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

養
老
令
（
条
文
番
号
も
含
め
て
）
―
井
上
光
貞
『
日
本
思
想
大
系
３　

律
令
』（
岩
波
書
店
）

　
　
『
令
義
解
』『
令
集
解
』『
政
事
要
略
』『
類
聚
符
宣
抄
』
―
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）

　
　
『
続
日
本
紀
』
―
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）

　
　
『
延
喜
式
』
―
『
訳
注
日
本
史
料
』（
集
英
社
）

　
　
『
東
大
寺
要
録
』
―
筒
井
英
俊
編
（
国
書
刊
行
会
）

　
　
『
儀
式
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
―
新
訂
増
補
故
実
叢
書
（
明
治
図
書
出
版
）



　
『
日
本
古
代
の
文
書
行
政
―
正
倉
院
文
書
の
形
成
と
復
原
―
』
目
次
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考中行事　　38

→ 行事
甲部一切経　　27, 35, 36
五月一日経　　16, 44
国印　　163-165, 171
国師　　57, 75, 77, 138
五十部法華経（玄昉所願）　　16
戸籍　　ⅱ, 162-165
今更一部一切経　　27, 35, 400
金光明寺写経所　　13, 20
金光明寺造物所　　13, 20, 37

【さ】

左衛士府　　82
坂田郡司　　69, 74, 75, 82
坂田庄司　　63, 69, 74
坂田庄領　　62, 63
「左京之印」　　172, 205
錯簡　　365, 370, 371, 380, 381, 383, 384, 

【あ】

案巻　　135, 145, 146, 155, 160-162, 192, 
193, 195, 196, 398, 399, 401

案の保管　　135, 145, 161, 162, 187-194, 
399

石山院三綱務所　　69
石山院奉写大般若経所　　50, 52, 69, 82, 

85, 101, 135, 189, 190
石山寺造営関係史料　　ⅳ, 第一部第二章 , 

189-191, 355, 397, 398
「右京之印」　　172
宇治司所　　69, 73, 75
衛士　　82, 171
愛智郡司　　82, 108, 120
愛智郡封租米　　63, 68, 83, 119
愛智郡封租米徴収使　　62, 68
押縫　　146, 154, 155, 159-162, 196-198, 

398
近江国　　74, 82, 83, 140

「大蔵之印」　　172
大舎人寮　　82, 103
岡田鋳物所　　69, 73, 75

【か】

上総国分寺写経所　　45
行事　　8, 10, 11, 16-19, 21, 25, 27, 35, 36, 

38, 82, 103, 123
「刑部之印」　　172
「宮内之印」　　95, 172
景雲一切経　　178
計帳　　ⅱ, 165
県印　　163, 171
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387, 389-393, 400
左兵衛府　　101, 102
散役　　5, 25, 35, 37, 38, 124, 397
散位寮　　82, 103
信楽殿壊運所　　57, 75, 77, 108, 118

「式部之印」　　172
紫紙金字金光明最勝王経　　44
仕丁　　5, 34, 82, 84, 85, 95, 98, 99, 102, 

103, 141, 171
始二部一切経　　27, 35, 36

「治部之印」　　172
写経司　　6, 8-11, 13, 16, 17
写疏所　　13, 16, 18, 21, 26
写大官一切経所　　13, 16
写法華経所　　13, 16
州印　　163, 171
十部一切経（称徳天皇発願）　　35
竪子所　　82
主税寮　　82, 173
省印　　94, 172, 173
　→ 八省印
上院　　74, 75, 108, 118, 140
上院政所　　69, 74
聖語蔵経巻　　400
上日　　5, 38, 82, 103, 107
聖武天皇勅願一切経　　16
諸司印　　163, 164, 177
食口　　26, 28, 35, 36, 229
食口案　　21, 26, 27, 36, 59
正税帳　　164, 165
勢多庄領　　62, 63, 118
先一部一切経　　27, 35, 36, 42, 400
造石山寺所　　4, 5, 36, 42, 第一部第二章 , 

189-191, 205, 397, 398
造瓦所　　98, 99, 128
造香山薬師寺所　　128

「造東寺印」　　48, 177

造東大寺司　　ⅲ, 4, 5, 20, 35-37, 41, 47, 
48, 51, 62, 63, 69, 72-75, 77, 82-85, 98, 
99, 102, 103, 107, 108, 118, 119, 121, 
122, 128, 129, 131-135, 174, 176-178, 
180-184, 186, 190-193, 202-205, 216, 
398

造東大寺所　　174, 201, 202
造物所　　5, 69, 75, 108, 118, 128

【た】

高嶋郡司　　82
高嶋山作所　　63, 118
田上山作所　　57, 62, 63, 118, 128-130, 

191
断簡　　ⅳ, 6, 211, 212, 214, 216, 227, 231, 

232
単口　　5, 25-27, 34, 35, 37, 38, 98, 397
鋳物所　　69, 72, 75, 103, 128
継文　　6, 8, 11, 13, 20, 21, 26-28, 57, 94, 

95, 107, 118, 119, 121, 125, 128, 131, 
135, 138, 145, 171, 174, 176-178, 187, 
188, 190, 192, 193, 398

継目裏印　　164, 165, 171, 174-177, 187, 
195

継目裏書　　165, 171, 174-178, 184, 187, 
192, 201, 202

東大寺　　ⅱ, 11, 35, 44, 48, 74, 82, 83, 102, 
124, 131, 133, 174, 176, 177, 190, 401

「東大寺印」　　48, 138, 174, 176, 177, 201
東大寺写経所　　20, 25, 27, 35, 47, 69, 125, 

177, 178, 183, 186, 189, 192
東塔所　　73
唐令　　161, 163, 164, 189, 194, 383, 392, 

393, 400

【な】

内竪　　186, 203
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「中務之印」　　172, 200
仁部省　　85, 95, 98, 99
　→ 民部省

【は】

筥陶司　　94, 108
八省印　　172

→ 省印
判語　　146, 154, 155, 159, 162, 184, 186, 

192, 196, 198, 398
判辞　　146, 154, 155, 162, 196, 198, 398

「兵部之印」　　172
福寿寺写一切経所　　11, 13
不行唐令　　384, 390, 391, 393
付箋　　6, 40-42, 137, 222, 225, 230-232
賻物　　84, 99-102
文部省　　82
別当　　47, 48, 69, 72, 75, 77, 82, 83, 98, 

133, 189, 191
別当制　　4, 72, 130, 135
奉写一切経司　　35, 36, 178, 180-182, 184, 

216
奉写一切経所　　27, 28, 35-37, 42, 400, 

401
奉写御執経所　　178, 185, 186, 203
奉勅宣　　107

【ま】

益田大夫所　　69, 74, 75
政所〔造東大寺司〕　　26, 69, 72, 75, 103, 

108, 118-120, 130, 134, 183, 184, 186, 
187, 190, 192, 203

民部省　　85, 94, 95, 98, 103, 171-173
→ 仁部省

「民部之印」　　173
木工所　　5, 69, 72, 75, 128

【や】

焼炭司　　69, 72, 73, 75
要劇銭　　103, 142

【ら】

律令制の導入／継受　　ⅰ, ⅲ, 134, 145, 
164, 171, 189, 193-195, 393, 399

「柳中県之印」　　159
「輪台県之印」　　160
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人　　名（50音順）

【あ】

阿刀乙万呂　　62, 63, 100
阿刀宇治麻呂 　　73
安都雄足　　47, 48, 63, 68, 69, 72, 73, 75, 

77, 82, 83, 103, 129, 130, 132, 133, 135, 
140, 189, 191, 204

阿刀酒主　　17, 132
漢人部千代　　85
出雲大嶋　　100, 101
猪名部枚虫　　63, 100
円栄　　74
王世貞　　385, 387
王広嶋　　73

【か】

上毛野薩麻　　73
上毛野真人　　72, 132, 183
上馬養　　47, 68, 69, 135, 136, 178, 181, 

183, 184, 186, 189, 204
川原人成　　17, 69
私部廣国　　82
日下部千足　　82
国中公麻呂　　132
慶宝　　75
玄昉　　16
光明子　　6, 11, 39, 44
惟宗允亮　　358, 370, 378, 379

【さ】

坂上犬養　　132
志斐麻呂　　132, 177
実忠　　35, 36

下道主　　47, 68, 69, 72, 73, 75, 83, 100, 
129, 130, 133, 135, 191

称徳天皇（阿倍内親王・孝謙天皇）　　6, 
11, 35, 103, 178

聖武天皇　　16, 44
勝屋主　　62, 63

【た・な】

橘守金弓　　62, 63
玉作子綿　　62, 125
錦部子老　　74

【は】

秦男公　　74
秦足人　　62, 63, 68
范欽　　384, 385, 387, 394
葛井根道　　72, 98, 132
藤原仲麻呂　　356
法順　　75
法宣　　75
法備　　57, 75, 77, 138
豊坊　　385, 387
穂積河内　　68

【ま・ら】

益田縄手　　74, 141
三嶋豊羽　　62
道豊足　　62
御杖年継　　72
弥努奧麻呂　　72, 132
六人部荒角　　69
良弁　　48, 72, 74, 77, 136, 137, 143
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史 料 名（50音順）

　――83 文案条　　161, 188, 189, 191
交河郡長行坊に関する案巻（アスターナ

506 号墓出土吐魯番文書）　　155-161
甲賀山作所告朔解（ソ）　　4, 49, 56, 57, 

119, 122, 124, 125, 128, 139, 190, 191
戸令 19 造戸籍条　　162

【さ】

『西宮記』　　ⅳ, 第二部第二章 , 400
　――大永本　　358, 359, 364, 365, 379
　――前田家巻子本　　357-359, 364, 365, 

372, 373, 376, 379
　――壬生本　　357, 364, 365, 372, 373, 

376, 379
相模国調邸にかかる文書の継文（薬師院文

書）　　173, 174, 176
山作所解（ウ）　　57, 118
職員令 16 治部省条　　101
職員令 37 縫部司条　　392
写経所の告朔解　　第一部第一章 , 122, 

397
上院牒（オ）　　57, 108
上院牒（ク）　　57, 108
『政事要略』　　ⅳ, 第二部第二章 , 399, 400
　――稲葉通邦自筆書入本　　357, 370
『撰集秘記』　　372, 376, 377
「造石山院所貯蓄継文」（ラ）　　49, 56, 57, 

103, 106, 108, 118, 119, 131, 138, 140, 
141, 190, 398

造石山寺所解案（カ）　　54
造石山寺所解案（秋季告朔）（レ）　　54, 

125, 138
→ 造石山寺所告朔解

【あ】

石山院奉写大般若経所充本経帳（チ）　　
52

石山院奉写大般若経所食物用帳（ヌ）　　
52

　（ヌ）紙背文書　　52, 99
石山院奉写大般若経所牒案（ヨ）　　54, 82
石山院奉写大般若経所米売価銭用帳（リ）　　

52
石山院禄物班給注文（ワ）　　53, 103
運堂所啓（ム）　　57, 77, 108, 143
営繕令 9須女功条　　391-393
営繕令 宋 26（天聖令）　　388, 389
営繕令 不行唐令 2　　390-393
愛智郡司解　　108, 119, 120, 121, 190, 355
屋壊運漕に関する文書（ネ）　　56, 57, 

108, 119, 190

【か】

甲斐国司解　　85
儀制令 5文武官条　　3, 122
季別の告朔解　　28, 35, 36, 41, 124, 125, 

128-130, 132
「経所」墨書土器　　45
草原嶋守啓（ノ）　　57
公式令　　ⅰ
　――11 解式条　　61, 128, 134
　――12 移式条　　60
　――13 符式条　　59
　――40 天子神璽条　　163, 177, 193
　――41 行公文皆印条　　162-164, 193
　――82 案成条　　161, 187, 188, 190, 192
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　（レ）紙背文書　　56, 129, 138
造石山寺所解移牒符案（ル）　　48, 53, 58, 

62, 63, 68, 69, 72, 73, 75, 82-84, 98, 103, 
106, 108, 119, 120, 129, 130, 139, 140, 
189, 355

　（ル）紙背文書　　55, 56, 69, 74, 82, 84, 
99, 103, 108, 118, 125, 143

造石山寺所告朔解　　4, 5, 36, 41, 49, 122, 
124, 125, 128-130, 132

造石山寺所雑材幷檜皮和炭用帳（ホ）　　
51

　（ホ）紙背文書　　52
造石山寺所雑材檜皮和炭納帳（ロ）　　51
　（ロ）紙背文書　　52
造石山寺所雑物用帳（ヘ）　　51
　（ヘ）紙背文書　　52
造石山寺所食物用帳（ト）　　51
　（ト）紙背文書　　52, 125, 129
造石山寺所銭用帳（ニ）　　51
　（ニ）紙背文書　　52, 118, 125
造石山寺所雑物収納帳（イ）　　50
造石山寺所雑様手実（ナ）　　56, 58, 119, 

138, 190
　（ナ）紙背文書　　58, 62
造石山寺所鉄充幷作上帳（ハ）　　51
　（ハ）紙背文書　　52, 118
造石山寺所労劇文案（タ）　　54, 103
倉庫令逸文第 8条　　161
倉庫令 宋 24（天聖令）　　161
造金堂所告朔解　　4, 36, 122, 129
喪葬令 5職事官条　　100
造東大寺司告朔解　　4, 5, 25, 35, 36, 48, 

49, 72, 98, 122-125, 128-130

【た】

内裏系統写経機関奉請文継文　　178, 191, 
192, 202, 203

→ 奉写一切経司奉請文継文・奉写御執
経所奉請文継文

大粮申請継文　　94, 95, 171, 172, 201
田上山作所告朔解（ツ）　　4, 49, 56, 57, 

119, 122, 124, 125, 128, 130, 139, 190, 
191

月別の告朔解　　28, 35, 36, 124, 125, 
128-130, 132

天一閣蔵書記　　384, 
伝馬坊牒案巻（ペリオ将来 3714 号敦煌文

書裏）　　146-155
東京回送御物目録　　213
唐公式令断簡（ペリオ将来 2819 号敦煌文

書）　　134
東南院文書 3-41　　176
吐魯番文書　　ⅳ, 第一部第三章 , 398, 401
敦煌文書　　ⅳ, 第一部第三章 , 207, 208, 

398, 401

【は】

奉写石山院大般若所請経師文案（ヲ）　　
53, 103

奉写一切経司奉請文継文（継文B）　　
178-184, 192, 216

→ 内裏系統写経機関奉請文継文
奉写灌頂経所食口案（マ）　　59
　（マ）紙背文書　　59
奉写二部般若経解移牒案（ヤ）　58, 63, 73, 

83
　（ヤ）紙背文書　　59
奉写御執経所奉請文継文（継文A）　　

178, 184-187
→ 内裏系統写経機関奉請文継文

『北山抄』　　378

【ま】

未修古文書目録　　6, 11, 20, 28, 40, 138, 
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第二部第一章 , 399
明鈔本天聖令　　ⅴ, 第二部第三章 , 400

【や】

焼炭所状（ヰ）　　57, 108
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